
 

「採用候補者決定通知」の「選考結果」欄に、「【多子世帯○】」印が記載されている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

■給付奨学金が第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の採用候補者となっている方 

 

【多子世帯○】印がついている方：授業料等減免については、多子世帯を対象とした無償化の対象となる可能性があります。 

      給付奨学金については、支援区分どおり支給対象となっております。 

【多子世帯○】印はついていない方：授業料等減免および給付奨学金について、予約採用選考時点での情報では多子世帯

の要件を満たしていることが確認できておりませんが、支援区分どおりの支援を受け

ることができます。 

■給付奨学金が不採用となっている方 

 
【多子世帯○】印がついている方：授業料等減免については、多子世帯を対象とした無償化の対象となる可能性があります。 

給付奨学金については、支給対象ではありません。 

【多子世帯○】印はついていない方：授業料等減免・給付奨学金とも、予約採用選考時点での情報では支援を受けることが

できません。 

■給付奨学金が第Ⅰ区分又は第Ⅳ区分の採用候補者となっている方は、 

多子世帯の要件を満たしていても「【多子世帯○】」印は記載されていません。 

★要確認★ 

給付奨学金が不採用となっている方で「【多子世帯○】」印がついている方は、再度申込みが必要です。 

2025 年 4 月 5 日（土）に実施する「〈新規〉修学支援新制度（減免+給付）募集説明会」に参加してください。 

多子世帯の学生の授業料が自動的に減免されるわけではありません。 

大阪商業大学 学生支援課（06-6782-2297） 

高校在学中に日本学生支援機構

の給付奨学金を申込んだ方は、

採用候補者決定通知を確認！！ 

≪高校在学中に日本学生支援機構の給付奨学金を申込んだ方へ≫ 


